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世界で位、空・水路は位

訪日外国人旅行者を
年に万人へ
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注１）ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）資料に基づき観光庁作成。
注２）外国人旅行者数は、各国・地域ごとに異なる統計基準により算出・公表されているため、これを厳密に比較するには統計基準の違

いに注意することが必要。
注３）本表の数値は年２月時点の暫定値である。
注４）タイは、年の数値が不明であるため、年の数値を採用した。
注５）本表で採用した数値は、★印を付した国・地域を除き、原則的に１泊以上した外国人旅行者数である。
注６）本表で採用した数値は、空路、水路、陸路の交通手段のうち、陸路（自動車等による入国）を除いた外国人旅行者数である。
注７）ドイツ、ロシア、マレーシア、オーストリア、オランダ、アラブ首長国連邦、チェコ、スイス、ポルトガル、ベルギー、デンマー

クは、交通手段別のデータがないため、空路または水路による外国人旅行者数は不明である。
注８）外国人旅行者数は、数値が追って新たに発表されたり、さかのぼって更新されることがあるため、数値の採用時期によって、その

つど順位が変わり得る。

注１）ＵＮＷＴＯ（国連世界観光機関）、各国政府観光局資料に基づき日本政府観光局（ＪＮＴＯ）作成。
注２）外国人旅行者数は、各国・地域ごとに異なる統計基準により算出・公表されているため、これを厳密に比較するには統計基準の違

いに注意することが必要。
注３）本表の数値は年６月時点の暫定値である。
注４）スウェーデン、シンガポール、アイルランド、デンマークは、年の数値が不明であるため、年の数値を採用した。
注５）アラブ首長国連邦は、連邦を構成するドバイ首長国のみの数値が判明しているため、その数値を採用した。
注６）本表で採用した数値は、韓国、日本、台湾、ベトナムを除き、原則的に１泊以上した外国人旅行者数である。
注７）外国人旅行者数は、数値が追って新たに発表されたり、さかのぼって更新されることがあるため、数値の採用時期によって、その

つど順位が変わり得る。
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